
１．合同会社とは 

合同会社（LLC）は、出資者全員が間接有限責任社員によって構成される会社形態です。個人

事業主や合名・合資会社の場合、「事業破綻・倒産等に陥った場合は無限に責任を負う」こととな

っていますが、合同会社は株式会社と同様に「間接有限責任」（詳細後述）にとどまるため、一定

のリスクは回避できるという点が大きな特徴となります。以下に特徴（メリット・デメリット）

を簡単にまとめましたが、合同会社を一言で言い表すと「零細企業（スモールビジネス）として

運営していくには最適な会社形態」といえます。 

 

２．合同会社のメリット（長所） 

① 社員（株式会社でいうところの株主）が全員「有限責任社員」であり、出資の範囲内にお

いて有限責任を負う（これを「間接有限責任」といいます）。 

② 決算公告の義務がないため、株式会社のように毎年決算時に会社の決算書を公表しなくて

いい（決算を公表したくない会社には最適。ただし、現在は経過観察措置であり、将来的

には法改正されて決算公告の義務が生じる可能性はあります）。 

③ 合同会社は持分会社なので、定款自治の範囲が広く、会社法に違反しない限り、自由に定

款に規定することが可能（会社の内部組織等を定款で自由に設計できる）。 

④ 社員は「出資者（株主）」と「取締役（役員）」の両方を兼ねている（出資者自らが業務執

行を行う）ため、早い意思決定が可能。 

⑤ 利益や権限の配分割合を出資額とは関係なく設定することが可能。 

⑥ 1 人でも設立可（代表社員 1 人で設立可→いわゆる「一人会社」も OK） 

⑦ 株式会社設立と異なり、公証役場での定款認証手続きは不要。このため、定款認証費５万

円は不要（定款は作成するが、認証手続きは不要）。 

⑧ 法務局での設立登記の際に要する「登録免許税」の費用が６万円と安い（株式会社の登録

免許税は１５万円）。すなわち、会社設立コストが株式会社に比べて安い。 

⑨ 合同会社特有のメリットではないが、原則的に社会保険（厚生年金）への加入義務あり（強

制加入＝将来の年金受給額で恩恵）。ただし、一人会社（従業員ゼロ）の場合、「国民健康

保険（＋国民年金）」の選択も可（一人会社でも原則的には社会保険への加入義務あり）。 

 

３．合同会社のデメリット（短所） 

① 社長の名称は「代表取締役」ではなく、「代表社員」と呼ぶ。このため、名刺等の肩書きは

『代表取締役社長』とは名乗れない（気にしなければ、どうでもいい話ですね・・・）。 

② 合同会社は、株式会社よりも零細（小規模）かつ閉鎖的（決算非公開、株主総会非設置な

ど）なため、相手先によっては取引の制限がある可能性がある（とはいっても、実際には

大規模な合同会社も存在しています）。 

③ 社員（いわゆる株主）同士で意見の対立が起きると、意思決定がストップする可能性があ

る（長所④の反対）。 

④ 利益等の配分割合を出資額とは関係なく設定することできる反面、利益の配分割合につい

て不満が出た際には、社内対立が起きる可能性がある（長所⑤の反対）。 

⑤ 将来的に人材を集めたい場合（求人募集したい場合）、「合同会社」という名称では良い人

材が集まりにくい。 

 

②について「取引の制限がある可能性がある」と書きましたが、株式会社が１円で簡単に設立で

きる現行法の下では、合同会社だからといって信用力が極端に落ちるとは考えにくいと思われま

す。ただし、合同会社の場合、「決算非公開（決算公告の義務なし）」となっていますので、取引の

相手先が「合同会社であるあなたの会社」のことを調査しにくい点はあるかもしれませんね。 

③や④のようなトラブルを防ぐには、設立の際に「社員」（いわゆる株主）をあまり増やし過ぎな

いようにすることです。そもそも合同会社自体が「少人数の社員（株主）によって設立・運営」す

ることを想定して作られた会社形態ですから、その点を踏まえておけば問題は起きにくいと思わ

れます。代表社員（いわゆる社長）一人でも設立できますしね。 


